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通院医療の実態を把握するための体制構築に関する研究 

 

研究分担者 大鶴 卓   国立病院機構琉球病院 

 

研究要旨： 

本研究は通院処遇の実態を安定的かつ継続的に把握・検証することで医療水準を向上させること

を目的とした通院データベースシステム構築に関する提言を行うことを目指し研究を進めた。 

令和元年度は通院医療機関の医療状況調査と対象者の予後調査を開始した。その結果、医療状況

の実態を把握するための調査では、637 施設にアンケート調査を行い 459 施設から回収（回収率

72％）できた一方、対象者の予後調査の回収率は、現在推定される通院対象者数の 17％に止まっ

た。今後予後調査の回収率を上げることが課題としてあげられ、そのために調査方法、調査内容を

再検討するとともに、被験者要因への対策、研究協力施設の絞り込みなどがあげられた。 

医療状況の実態としては、回収できた施設の中で対象者を受けたことがある施設は 392 施設

（85％）あり、そのうち 9割の施設が平成 30 年 7月 16 日から令和元年 7月 15日の期間内に対象者

を 1 名～3名受入れていることがわかった。また 226 施設が複雑事例「あり」と回答した。 

対象者の予後の実態としては、今回得られたサンプルの特徴として、予後が比較的安定している

群と考えられた。一方、複雑事例の実態は把握できていない。 

今後は本研究を継続しつつ、回収数を上げ、通院データベースシステム構築に向けて必要な課題

を抽出していく。 
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Ａ．研究目的 

医療観察法が施行され 14 年が経過し、医

療観察法医療の実態を安定的かつ定期的に

実態把握するために、平成 27 年度から医療
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観察法重度精神疾患標準的治療法確立事業

（入院データベース事業）が始まり、全国

の指定入院医療機関のネットワークを通じ

て収集されたデータを分析し、入院処遇の

実態把握が可能となった。しかし、通院処

遇においては、入院処遇のようなデータベ

ース事業は行われておらず、研究班による

実態調査に頼っているため、通院医療の実

態が継続的に把握できず、通院医療の効果

を検証できていない課題がある。 

本研究は通院医療の実態を安定的かつ継

続的に把握・検証することで医療水準を向

上させる通院データベースシステム構築に

関する提言を行うことを目的とする。 

平成 30 年度は大鶴分担班会議等で通院

医療に携わる各種医療関係の団体や協会の

関係者からの意見聴取をもとに、通院デー

タベースシステム案を作成し、通院医療の

実態を把握するための調査内容・項目を検

討した。その結果、収集項目は必要かつ最

低限にすること、通院処遇で使用している

通院評価シートと連動する、の 2 点に集約

された。 

平成 31 年度は全国の指定通院医療機関

に医療状況及び通院対象者の予後の実態把

握を試みるとともにデータベースシステム

構築に向けた課題を抽出することを目的と

する。 

 

Ｂ．研究方法 

1．調査対象 

 令和元度の研究は 2 つの調査から成り立

つ。 

一つ目の調査は通院医療状況調査（以下

一次調査）、二つ目の調査は、通院対象者の

予後調査（以下二次調査）である。 

一次調査は、平成 31 年 4 月 1 日時点で

通院指定を受けている全国の指定通院医療

機関 637 施設を対象とした。 

二次調査は、一次調査に回答した施設の

中で、平成 30 年 7 月 16 日から令和元年 7

月 15 日の期間内に通院対象者がおり、二次

調査に研究協力いただける施設かつ対象者

の研究同意が得られた者を調査対象とした

（図 1）。なお、研究協力者から対象者に直

接文書を用いて趣旨を説明し、本人から文

書にて同意を得た。 

 

2．データ収集方法 

一次調査は、通院医療状況に関するアン

ケート（表 1）を郵送で配布し、通院医療を

担っている担当者（主に精神保健福祉士）

に記入を依頼し、郵送にて回収する。 

二次調査は、通院医療予後シート（表 2）

を郵送で配布し、対象者の担当チームスタ

ッフに記入を依頼した。なお、共通評価項

目の評定は、毎月作成している通院医療評

価シートの直近の評定を転記した。また、

対象者が特定されないように各施設の研究

協力者は、対象者の氏名を削除し、匿名化

したうえで記入した予後調査シートをレタ

ーパック @によって回収した。 

 

3．調査期間 

 令和元年度から調査を開始し、令和 7 年

7 月 15 日までとし、年に 1 回調査対象施設

へアンケートを送付し、回収する。 

 

4．調査内容 

 一次調査では、以下の情報を収集した。 

・通院指定を受けた時から現在までの対

象者受入れの有無 

・平成 30 年 7 月 16 日から令和元年 7 月

15 日の期間内の対象者の有無 

・通院対象者受入れ上限の有無、人数 

・業務の負担、内容 

・複雑事例の有無、内容 

・対象者の予後調査協力の可否 
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二次調査では、平成 30 年 7 月 16 日から

令和元年 7 月 15 日の期間内の対象者の情

報について以下の通り収集した。 

・性別 

・年齢 

・医療観察法処遇回数 

・通院処遇形態 

・通院処遇開始年月日 

・対象行為 

・主診断、副診断（国際疾病分類 ICD-10） 

・保護観察所 

・処遇状況（通院継続・終了・処遇終了

年月日・処遇終了した理由・処遇終了

時点の対象者の状況） 

・対象行為の有無、内容 

・自殺企図の有無、内容 

・問題行動の有無、内容 

・クロザピン使用の有無 

・持続性注射薬使用の有無 

・アルコールの使用の有無、内容 

・薬物等の問題使用の有無、内容 

・精神保健福祉法による入院の有無、期

間、入院形態 

・就労の有無、雇用形態 

・生計 

・居住形態 

・精神保健福祉サービスの利用の有無 

・直近共通評価項目の評定 

・記載に要した時間 

 

5．解析方法 収集されたデータの集計値

を提示する。 

 

6．倫理的配慮 

本研究は、琉球病院臨床研究倫理審査委

員会の承認および日本精神科病院協会倫理

会議審査の承認を得たうえで実施した。 

  

Ｃ．研究結果 

1．一次調査（表 3） 

 637 施設に一次調査アンケートを送付し

回収できたのは 459 施設（72％）であった。

そのうち通院指定を受けて現在まで対象者

を受入れたことのある施設は 392 施設（病

院 355、診療所 37）、受入れたことのない施

設は 67 施設（病院 60、診療所 7）であっ

た。 

 平成 30 年 7 月 16 日から令和元年 7 月 15

日の期間内に対象者を受入れている施設は、

304 施設あり、対象者 1 名を受入れている

施設は 155 施設、2 名受入れている施設が

79 施設、3 名受入れている施設が 40 施設

あり、受入れ人数が 3 名以下の施設が 9 割

であった。 

 対象者受入れの業務負担に関して、「（負

担だと）かなり思う」18％、「思う」59％、

「どちらでもない 17％」、「あまり思わない」

5％、「思わない」1％となり、「かなり思う」

と「思う」を合わせ 77％となった。負担に

なっている業務は、「毎月の提出書類」が

32％と最も高く、次いで「ケア会議参加」

18％、「対象者受入れ準備」17％であった。 

 処遇中の事例に複雑事例の有無について

は、「あり」が 226 施設、「なし」が 163 施

設あった。複雑事例の内容について、「病状

が安定しない」87 件は最も多く、次いで「医

療への不順守」72 件、「精神保健福祉法（以

下 P 法）入院を繰り返す、または長期入院」

62 件、「金銭管理の問題」52 件、「家族の非

協力的態度」49 件などとなった。また、「重

大な他害行為」8 件、「他者への身体的な暴

力」22 件、「他者への非身体的な暴力（暴言

的言動、態度等）」32 件あり、再他害行為お

よびそれに類する問題行動も認められた。 

 二次調査協力について、協力の意向を示

した施設は 233 施設であった。 
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2．二次調査結果（表 3、表 4、表 5） 

 二次調査の協力の意向を示した 233 施設

のうち、平成 30 年 7 月 16 日から令和元年

7 月 15 日の期間内に対象者を受入れている

施設は 220 施設あり、対象者の予後調査シ

ートを回収できたサンプル数は 116 であっ

た。 

基本属性について、性別は男性 89 名、女

性 27 名、平均年齢は 48 歳（±11.6）、医療

観察法処遇形態は、移行通院（入院→通院）

101 件、直接通院 14 件であった。対象行為

は、「殺人・殺人未遂」33（28％）、「傷害」

46（40％）、「放火」24（21％）、「強盗」6（5％）、

「強制わいせつ」6（5％）、「強制性交等」

0 で「傷害」「放火」「殺人・殺人未遂」の 3

種類で 9 割を占めた。診断名では、「F2」92

名、「F3」13 名と多数を占め、「F0」「F1」

「F5」「F6」「F8」は数名であった。令和元

年 7 月 15 日で処遇を継続中の者は 87 名

（74％）、処遇終了した者は 29 名（25％）

であった。処遇終了した者の処遇終了した

理由は、「期間満期終了」21 件、「本法によ

る医療が不要」5 件、「再入院」1 件、「その

他」1 件であった。処遇終了した時点の対

象者の状況について、「精神保健福祉法入院」

3 件、「精神保健福祉法通院」24 件であった。 

 平成 30 年 7 月 16 日から令和元年 7 月 15

日の調査期間の処遇状況について、「再他害

行為」1 件（傷害）、「自殺企図」3 件（すべ

て未遂）、「問題行動」13 件（身体的な暴力

2 件、非身体的な暴力 3 件、医療の不順守

5 件、性的逸脱行動 1 件、その他 2 件）で

あり、サンプルの約 1 割に問題行動を認め

た。「クロザピン使用」18 件、「持続性注射

薬使用」28 件、「アルコールの使用」19 件

（一時使用 17 件、有害使用 2 件）、「薬物等

の問題使用」3 件（有害使用 3 件）であっ

た。調査期間内に精神保健福祉法入院をし

た者は 26 名おり、1 回入院した者は 26 名

（医療保護 14 名、任意 12 名）、2 回入院し

た者は 7 名（医療保護 2 名、任意 5 名）、3

回入院した者は 1 名（任意入院、4 回入院

した者は 1 名（任意 1 名）でサンプルの 2

割程度に精神保健福祉法入院が認められた。

就労について、40 名が就労し、「福祉的就

労 A 型・B 型」が 30 名と最も多く、「一般

正規雇用」5 名、「障害者枠正規雇用」3 名、

「パート、アルバイト」2 名であった。収入

（複数回答可）は、「障害年金」52 件、「生

活保護」43 件、「給与等」28 件などであっ

た。住居について、「単身生活」32 名、「家

族同居」28 名、「グループホーム」23 名の

順に多く、全体の 7 割を占めた。精神保健

福祉サービス等の利用について（複数回答

可）、「あり」が 102 名おり、内訳は「訪問

看護」86 件、「デイケア」50 件、「保健所の

定期訪問」44 件の順に多かった。対象者の

ほとんどがさまざまな精神保健福祉サービ

スを利用していることがわかった。 

 共通評価項目の評定について、各項目の

平均値をみてみると、「ストレス」「個人的

支援」「内省・洞察」「治療・ケアの継続性」

が比較的高く、「性的逸脱行動」「自殺企図」

は低かった。標準偏差は「治療・ケアの継

続性」「現実的計画」が高かった。すべてに

おいて平均値が 1 点を超える項目はみられ

なかった。 

最後に予後調査シートの記入時間につい

て、1 ケースについて平均 17 分程度で記載

できた一方、問題行動や詳細な内容の記載

が必要な場合、記載時間が大幅に長くなる

様子がうかがわれた。 

 その他、自由記載欄には、「発達障害ケー

スで難渋している」、「クロザピンの対象者

は特定の医療機関に集中してしまう」、「ス

タッフの負担が大きい。対象者 1 人に割く

時間と労力が大きい」、「処遇終了後どうし

ていけばいいか悩む」、「処遇終了した後、
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支援者の引継ぎや役割分担が円滑に行われ

ず、支援が手薄。病院に丸投げ」、「入院→

通院→処遇終了までシームレスな移行が行

われていない」、「入院医療機関からの情報

と通院開始してからわかり実態が大きく異

なる。連携のあり方に苦慮している」、「医

療観察法医療について学ぶ機会がほしい。 

評価シート等の使用法などわからない」、

「調整官の質担保とスキル均一化、行政職

員には主体性とイニシアチブを取ってほし

い」、「9 年間対象者受入れの打診がない」

など、多くの意見が寄せられた。 

 

Ｄ．考察 

1．対象調査数及び回収数 

法務省犯罪白書より、平成 26 年から平成

30 年の 5 年間の精神保健観察の平均件数

は、毎年 650 件程度で推移している。これ

らを参考にすると今回二次調査で収集でき

たサンプルは、通院処遇対象者の 17％程度

を調査していると考えられる。一次調査で

は 72％の回収率があった一方、二次調査で

は 17％程度の低い水準に止まった。どちら

も紙媒体でのアンケート調査であったが、

回収率に大きなが差が生じた要因として、

調査方法、調査項目数の違い、被験者への

インフォームドコンセント（以下 I.C）の

要否などが考えられる。また、一次調査に

おいて、対象者を受入れたことのある施設

392 施設中 226 施設が問題行動を含む複雑

事例「あり」（58％）と回答している一方、

二次調査では問題行動が 1 割にしか認めら

れなかった。このことから二次調査では、

複雑事例や問題行動のあるケースを調査対

象にできなかったり、調査協力が得られな

かったことが推察される。 

今後は二次調査の回収率を上げていくこ

とが課題となる。そのために、調査項目の

絞り込み、インフォームド・コンセントに

ついて研究協力者、被験者の双方に負担に

ならないような工夫、アンケート回答につ

いて研究協力者の負担ができる限り軽減で

きる仕組みが必要と考える。一次調査の回

答にもある通り、「毎月の提出書類」に 3 割

が負担感を感じているため、すでに行って

いる記録作業をそのまま転記できたり、自

動的にアップロードできるような仕組みが

あることが望ましい。 

また、600 を超える通院医療機関や年間

600 名を超える通院処遇対象者に研究協力

を求め、データ回収していくことは極めて

困難と思われ、母集団の代表制を担保でき

る回収数を目指していく検討も必要と考え

る。その際は研究協力施設の絞り込みを検

討していくことも必要と思われる。 

 

2．一次調査 

 通院医療機関の医療状況の実態につい

て、平成 29 年に実施した同様の実態調査と

比較すると、指定通院医療機関数は 563 施

設から 687 施設に増えた。対象者を受入れ

たことがない施設は前回調査時は 9％だっ

たが今回 14％に若干増えた。新たに通院指

定を受けた医療機関が 120 施設増えている

ことが影響していると考えられる。 

 対象者受入れ人数についても、5 名以下

が最も多く、6 名以上受入れている施設は

全体の数％となる傾向も前回の調査と同様

であった。指定通院医療機関数は増えてい

る一方で、各機関での通院処遇対象者の臨

床経験の蓄積は進んでいないと考える。 

 負担になっている業務について、先述し

た結果の通りであるが、自由記載で「通常

の他の業務を変わりはない」、「精神保健福

祉士の連携業務として当然」という意見も

あった。対象者の受入れに慣れている施設

と慣れていない施設で負担感に違いが生じ

たと考えられる。 
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 複雑事例について、「病状が安定しない」、

「医療への不順守」が高かった。地域生活

に適応していくために手厚い介入が継続的

に求められているとともに、強制医療下に

おける対象者と医療者の関係構築が課題と

なっていることが要因として考えられる。

通院処遇における複雑事例の実態を把握す

るとともに通院処遇における効果的な介入

を検証していくことも課題である。 

 

3．二次調査 

 一次調査で把握できた複雑事例の問題行

動件数に比べ、二次調査で把握できた問題

行動の件数の割合は少なかったことから、

二次調査で回収できたサンプルの特徴は、

通院処遇中の予後が比較的安定している群

であると考えられる。複雑事例の予後およ

び実態は今回の調査からは把握できていな

い。 

 直接通院事例の予後については、不明な

点が多いことに加え、移行通院に比べ事例

が少ない。今後は直接通院の事例が集積で

きる工夫が求められる。 

 処遇状況については、調査期間中に処遇

終了した事例が 29 事例あった。自由記載に

もある通り、処遇終了した後の予後で難渋

したり、関係機関間でコンセンサスを得る

ことが難しい現状も散見される。処遇終了

した対象者の予後調査も重要な課題のひと

つである。 

 

Ｅ．結論 

 本研究は、通院処遇の実態を安定的かつ

継続的に把握・検証することで医療水準を

向上させることを目的とした通院データベ

ースシステム構築に関する提言を行うこと

を目指し研究を進めた。平成 31 年度は通

院医療機関の医療状況調査と対象者の予後

調査を開始した。その結果、調査方法、調

査内容等によって回収率に影響が生じた。  

今後は回収率を上げるために、調査方

法、調査内容を再検討し、被験者要因への

対策、研究協力施設の絞り込みなどが課題

としてあげられた。 
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